
○取材（見学）者等が隊内に宿泊する場合の電気料等の徴収につ

いて（通知） 

昭和57年５月28日 

海幕経第2138号 

改正 平成14年12月19日 海幕経第6621号 

 

海上幕僚監部経理補給部長から各部隊の長・各機関の長あて 

 標記について、下記のとおり定められ、57.７.１から実施することとされたので通知する。 

 

記 

 

１ 徴収の対象者 

  海上自衛隊の広報活動の実施に関する達（昭和 37年海上自衛隊達第５号）第 21条第１項に規

定する取材（見学）者等 

２ 徴収区分及び金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

３ 事務処理要領 

(１) 広報実施担当官は、事実発生の都度債権発生通知書を作成し、当該部隊等を所掌する歳入徴

収官に通知する。 

(２) 歳入徴収官は、前号に基づき、納入告知書又は口頭告知により取材（見学）者等に納入の告

知を行い、納付期限までに国庫に納入させる。 

(３) 歳入の科目は（目）雑収、債権の科目は（目）費用弁償金債権として処理する。 


